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ै来の農業では生産した農ச産物を日本国内のみで
ൢചすることが一般的であり、海外展開を視野に入れ
ている農業者はほとんどいませんでした。しかし、現
在の日本の農業においては、農業ै事者の急激な減少
や日本国内のࢢ場のॖ小という大きなࢼ࿅に立ち向か
うために、農業の海外展開の動きが活発化しています。

これは、家族のみで農業を営むというै来型の農業
から、農業をビジネスとしてとらえて農業を「経営す
る」という؍点・姿勢に変わってきていることともີ
接に関連しています。農業は、今や産業ৼڵやޏ用創
出、さらには地Ҭࣾ会の維持において欠かせないػ能
をՌたしており、事業֦大を目指している農業者も少
なくありません。しかし、前述のように日本国内では
人ޱ減少によるࢢ場のॖ小が予ଌされています。その
ため、今後の事業の成長のためには国内だけでなく海
外展開が大きな目標のひとつとなっています。この意
ຯにおいて、ある面では特घな産業であった農業もଞ
の産業と同じ状況になりつつあるとい
うことができるでしΐう。

そこで、本ߘでは農業の海外展開の
状況とそのポイント、さらには今後の
展望について述べたいと思います。

̎ɽۀのւ֎ల։の方๏

一般的な海外展開の方法としては輸
出（接行う輸出だけでなく、ࣾや
代理ళを通じた間接的な輸出も含みま
す）と接投ࢿ（現地法人の設立や現
地法人への出ࢿなど）があります。こ
のほか、海外企業との業務提ܞや日本
国内における外国人٬ޫ؍向けのൢച
も海外展開に含むこともあります。

このように、海外展開の方法にはさまざまなものが
ありますが、主な農業の海外展開の方法としては、ଞ
産業の海外展開と同༷に（B）日本国内で生産した農
ச産物を海外に輸出するという方法と（C）農ச産物
を海外で現地生産するという方法があります。

なお、現在行われている農業の海外展開の多くは
（B）日本国内で生産した農ச産物を海外に輸出する方
法ですが、日本政府としても（C）農ச産物を現地生
産することにも積極的に取り組んでおり、数は少ない
ながらも海外において生産する農業者・企業も現れて
いますので、本ߘでは（C）についても取り上げてい
きたいと思います。

̏ɽச࢈の༌ग़

ᶃྛਫ࢈・৯༌ग़ͷݱঢ়
最も一般的かつࢀ入しやすい海外展開の方法は、国

内で生産した農ச産物の輸出です。実際、農ਫলは
2005年͝ろから農ྛਫ産物・৯品の輸出ଅ進のࢪ策
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をਪし進めており、2021年には長年の目標であった年
間１兆ԁの輸出ֹをୡ成しました（2021年の最終的な
輸出ֹは約１兆2382ԯԁ）。輸出֦大はその後も続き、
2022年の輸出ֹは１兆4148ԯԁとなっています（ਤ
表１）。2012年から2022年までの輸出ֹのਪҠを見て
みると、ここ数年の急激な輸出֦大が目立っています。　

農ྛਫ産物・৯品の輸出の内༁をみてみると、その
多くはՃ工৯品（特にアルコールҿྉが多くなってい
ます）とਫ産物（特にϗタテの輸出ֹが多くなって
います）となっており、米などのࠄ物や野ࡊ・Ռ実と
いった青Ռ物は輸出ֹとしてはまだまだ多くありませ
ん（ਤ表２）。

輸出ઌの国・地Ҭを見てみると、中国が全体の約
20ˋを占めており、߳ߓ、アメリカ、台湾と続いてい
ます。上位10カ国・地Ҭの多くはアジアॾ国であり、
地理的な優位性も大きな要Ҽとなっているようです。

このように、日本の農業は国内ࢢ場のॖ小というٯ
風にさらされているなか、国をあげて海外への輸出に
積極的に取り組んでおり、そのࢪ策が実を結びつつあ
るということができます。そして、政府は、この輸出
֦大ࢪ策をさらにਪ進しており、2025年には２兆ԁ、
2030年には̑兆ԁの輸出ֹとする目標を立てていま
す。そのため、今後もさらなる輸出の֦大が見込まれ
ています。

ただし、前記のとおり、農産物の輸出ֹをみても、
その多くはՃ工৯品であり、野ࡊ・Ռ実などやச産品

の輸出ֹはまだまだ多くありません。これらの生৯
品の輸出ֹの৳びが大きくないのは、Ճ工৯品にൺべ
ると日持ちしͮらいために輸送コストがかさんだり、
輸出ઌでもԹでの物流が必要となったりすることや
現地の農産物にൺべて高Ձ格となるため、ߪങが限
定されるといった事情が原Ҽとߟえられます。しかし、
物流の発ୡや経済発展にい、生৯品の輸出も֦
大していくことが予されています。

ᶄச࢈༌ग़ͷྲྀΕͱཹҙ
農産物の輸出においても、ଞの工業品などと同༷、

多༷な当事者が関与していることが通常です。特に、
農ச産物の場合にはݕӸが必要となったり、国や地Ҭ
によっては輸出ূ明書を取得する必要があったりしま
すので、その手続きを代理して行う事業者が関与する
ことも少なくありません。

そのため、農ச産物が生産者から海外の消අ者の手
にわたるまでに、ਤ表３のように多くの当事者が関与
することが一般的です。

このਤは一ྫであり、当然ながらෳ数の割を一当
事者がՌたしたり、生産者あるいは輸入者自がՌた
したりすることもありますが、いずれにしても前記の
とおり農ச産物の輸出入にはଞの工業品などとはҟ
なる規制があるため、輸出の際には各国・各地Ҭの規
制をしっかりと調査することが必要です。これをଵる
と、輸出ઌで責任を問われたり、डけ入れてもらえな

かったりという事ଶにもな
りかねません。

そのため、当֘輸出ઌの
事情にৄしい日本国内の
パートナーや現地のパート
ナーが関与するྫが多いの
が実情です。そして、これ
らのパートナーとの間で農
ச産物取引のܖ約や手続代
理のためのܖ約をక結する
ことになりますが、特に海
外の事業者とのܖ約につい
ては、ଞの産業と同༷に
習の違いや各国・各地Ҭ׳
の法規制を踏まえたܖ約を
క結する必要がありますの
で、状況に応じて日本国内
あるいは現地の弁護士など
の専門家にґཔすることが
必要です。

ਤද̎ɹ����ͷྛਫ࢈・৯ɹ༌ग़ֹ（̍ʵ��݄）ผ

出所ɿ農ྛਫ産ল
IUUQT���XXX�NBGG�HP�KQ�K�TIPLVTBO�FYQPSU�F@JOGP�BUUBDI�QEG�[JTTFLJ�42�QEG



������ 　1�

特集：拡張するアグリビジネス

さらに、海外に農ச産物を輸出する際には、౦ిژ
力福島第一原子力発ి所事ނによる放ࣹ性物࣭に関
する規制がっている国・地Ҭがあることにも注意が
必要です。すでに規制をఫഇしたり、規制を؇和した
りした国・地Ҭも少なくありませんが、日本からの輸
出のターゲットとなりやすいアジアやヨーロッパの
国々においてはなお規制が継続していますので、輸出
しようとする農ச産物が規制対となっていないか、
規制をクリアできるかは事前に調査しておくことが必
要です（Ճえて、この規制はঃ々に؇和あるいはఫഇ
されていますので、その動きを注視することも必要で
す）。

また、海外に輸出した農ச産物に問題があった場合
にどのような責任を負うのかといったことや、その責
任をコントロールする方策についてݕ౼することも重
要です。特に、実際に農ச産物をޱにする消අ者とは
接ܖ約をక結することはできないため、ܖ約による
法的リスクのコントロールが難しいことから、現地の
不法行ҝ法のほか1-法の対とならないか（Ճ工৯
品が対となることは通常ですが、ະՃ工の農ச産物
も1-法の対となることがあります）を確認すること
が必要です。Ճえて、ଛが生じた際に補రされる
1-保険のՃ入の要൱についてもݕ౼が必要でしΐう。

ᶅۀͷ৽ࢀنೖ
このように、ଞの工場品などとはҟなる注意点が

あるものの、農ச産物の輸出はൺֱ的取り組みやすい
海外展開の方法です。そのため、これまで農業を行っ
ていない企業が国内だけでなく海外ࢢ場をターゲット
として日本国内で農ச産物を生産する事業にࢀ入す
る、つまり農業への新規ࢀ入をݕ౼したり、実際に実
行したりしているྫも増Ճしています。そこで、日本
国内において農業に新規ࢀ入する際の法的なポイント
についても述べておきたいと思います。

農業に新規ࢀ入する際には、当然ながら農産物を生
産するための農地が必要です。農地については農地法
が規制をしていますが、農地とは「ߞ作の目的にڙさ
れる土地」のことです（農地法２条１項。なお、農地

のほかに࠾放地も農地法の規制対となっていま
すが、ச産の場合はそのܗଶにより接農地や࠾放
地を利用しないこともあり、農地法のద用対とは
ならないこともあります）。

農地を利用する場合には、その利用ܗଶにより農地
法の規制がҟなっています。農地の利用ܗଶとしては、
農地の所有とିआ（リース）がありますが、いずれ
の場合でも一定の要件をຬたしたうえで農業委員会の
。可を得ることが必要ですڐ

農地の所有のうち、ג式会ࣾなどの法人が農地を所
有して利用するためには、「農地所有ద格法人」（農地
法２条３項）の要件をຬたすことが必要です。その
要件の֓要はਤ表４のとおりです。

これらの要件のうち、企業による農業への新規ࢀ入
の際に大きな障となるのが議決権要件です。これは、
実際に農業にै事するݸ人（ෳ数名でも可）が農業法
人の議決権の過半数を保有することを要ٻするもので
あるため、新規ࢀ入する企業自が農地所有ద格法人
の要件をຬたすことができないだけでなく、農業法人
を子会ࣾとすることすらできません。したがって、農
業に新規ࢀ入する際には、農地所有ద格法人の要件を
ຬたすため、୯独またはෳ数のݸ人（新規ࢀ入する企
業の৬員や事業パートナーとなる農業者ݸ人が一般
的です）に過半数のג式を保有してもらい、そのג主
約をక結して一定のコントローܖ主間ג人との間でݸ
ルができるようにしているのが実情です。

ଞ方、もうひとつの農地の利用ܗଶである農地の
ିआ（リース）の場合、必ずしも農地所有ద格法人の
要件をຬたす必要はありません。ିआの場合は、
ିआܖ約に解আ条件が付されていることや員または
重要な使用人の１人以上が農業に常時ै事することと
いった要件をຬたしていればよいとされています。そ
のため、農地をआする法人は企業の全子会ࣾとす
ることも可能であり、子会ࣾのコントロールがしやす
いという利点があります（ただし、あくまでもିआ
であり所有ではないという点に注意が必要です）。

このように、企業が農業に新規ࢀ入する場合には農
地法の規制をクリアする必要があり、その際には子会

ਤද̏ɹச࢈͕ੜऀ࢈からւ֎ͷফඅऀͷखʹΘͨΔ·ͰͷྲྀΕ（Ұྫ）
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社管理という視点がポイントになります。また、完全
に自社のみで新規参入するパターンのほかに、地元の
農業者と合弁会社を設立して参入するといった方法も
ありますので、どのような形で参入するかについては、
どこで農地を取得するか、何を生産するかとあわせて
検討が必要です。なお、農地法の規制により、すでに
存在している農業法人に出資をすることについては制
限があり、また投下資本の回収方法が限られていると
いう現状からは、農業法人は純粋な投資対象となりづ
らいのが実情です。

４．農畜産物の現地生産

続いて、もうひとつの農業の海外展開の方法である
農畜産物の現地生産について検討していきたいと思い
ます。

海外で現地生産をする場合、最初に検討すべきなの
はいずれの国・地域で生産をするかということです。
海外における生産であっても、当然ながら農畜産物の
生産には農地が必要です。農地を含む土地の取得や利
用については、国・地域ごとにルールが異なっており、
そもそも外資系企業や外国人は土地を取得できなかっ
たり、政府の許認可が必要とされていたりなどさまざ
まです。なかには、外資による農地の取得については
一般の不動産以上に厳しい規制がかけられている例も
ありますので、事前に調査をすることが重要です。

農地の取得・利用が可能である場合でも、法規制に
より、あるいは実際の事業運営を見据えて、自社単独
ではなく現地のパートナーとともに合弁会社を設立し
て農業を始めることも少なくありません。この場合、
会社のコントロールのために現地の会社法に相当する
法令の調査が欠かせず、また株主間契約を締結するこ

とが必要になるでしょう。
さらに、生産した農畜産物を生産国で販売するのか、

それとも日本をはじめとした外国に輸出するのかとい
う販路についても事前に検討が必要です。国内販売の
場合には当該国内の民法や商法に当たる法令の調査が
必要となりますし、当該国・地域での責任をコント
ロールするための契約や保険も必要になるでしょう。
そして、農畜産物を輸出する場合には、実際に輸出が
可能であるか、どのような手続きが必要であるかと
いったことについて、調査・検討が必要です。

そのうえで、現地法人が利益をあげることができた
後には、その利益を日本の本社に還元することが必要
になりますので、どのような形で利益を日本の本社に
還元することができるか、タックスプランニングも含
めて事前に検討しておくことがビジネスの成功のため
には必要となるでしょう。

そのほかにも、現地で従業員を雇用するためには労
働法への対応が必要になりますし、生産する品種やブ
ランドなどの知的財産権の保護に関する法令への対応
も必要です。なお、近年、ビジネスと人権への取り組
みの必要性が大きくなっていますが、国や地域によっ
ては法整備が不十分なため、当該国・地域の法のもと
では違法ではない場合であっても、国際的な基準から
は不適切な取扱い（児童労働や搾取ととられかねない
低賃金労働、環境汚染など）があると取引の停止や不
買運動といった問題になるおそれがあります。そのた
め当該国・地域の法令はもちろん、国際的な基準から
判断することが求められることがあります。このよう
な観点からは、GLOBAL G.A.P.のような国際基準に
よる認証を得ることも検討に値するかもしれません。

このように、農畜産物を海外で生産する場合には、
市場の調査といったビジネス面のリサーチはもちろん

図表４　「農地所有適格法人」要件概要

法人形態要件 （a）株式会社（公開会社でないもの）、（b）農事組合法人、（c）持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）のいずれ
かであること。

事業内容要件 主たる事業が農業であること。

議決権要件

農業関係者が総議決権・社員の過半を占めること。
〈主な農業関係者〉
・法人の行う農業に常時従事する個人
・農地の権利を提供した個人
・農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・法人に基幹的な農作業を委託している個人（作業委託農家）
・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会

役員要件
以下の２つの要件を満たすこと。
・役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する株主などであること
・役員または重要な使用人の１人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事すること
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ですが、それ以外にも法的側面から検討すべき事項が
数多くあります。そのため、やはり農畜産物の輸出に
比べて海外での現地生産はハードルが高いのが実情で
あり、まだまだ実例として多くはありません。

なお、自ら農畜産物を現地で生産するのではなく、
技術供与やコンサルティング、農業インフラの輸出と
いう形で海外展開を行っている例もあります。ほかに
も、農業ビジネスの海外展開として、スマート農業を
事業としているいわゆる農業ベンチャー、スタートアッ
プが海外に進出する事例も現れています。

５．今後の展望

これまで見てきたように、農業の海外展開としては、
（a）日本国内で生産した農畜産物を海外に輸出すると
いう方法と、（b）農畜産物を海外で現地生産するとい
う方法があり、現状では（a）の輸出が中心となって
います。この数年で日本の農畜産物の輸出額が大きく
増加していますが、世界の食糧市場は今後も大きく拡
大していくことが見込まれており、政府の後押しも
あってさらに輸出額が増加することが予想されます。

他方（b）の現地生産についてはまだまだ途上にあ
りますが、現地生産に取り組んでいる企業が現れはじ
めていることに加え、生産そのものを行うのではなく
技術やインフラの輸出といった形での海外展開は有望
視されています。実際、政府の施策ではこのような意
味での海外展開も支援しています。

このように、日本国内だけをターゲットとすると、
市場の縮小が予想されるため事業の拡大には困難が伴
うかもしれませんが、海外にも目を向けると農業は有
望な事業といえるかもしれません。農業は「食」とい
う人々にとってなくてはならない事柄に関わる事業で
あることも踏まえると、農業の事業拡大や農業への新
規参入を目指す企業が徐々に増えていくのではないで
しょうか。
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